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金沢都市計画 用途地域の変更（案）参考資料 
 

[金沢市用途地域一斉見直しの概要] 

 
（１）見直しの背景 

   金沢市では、平成 13年度に用途地域一斉見直しを実施しており、 適正な土地利用の規制・誘導を行って
きた。その後、前回一斉見直しより７年が経過し、社会・経済情勢の変化に伴い、土地利用状況に変化が見

られる。今回、上位計画（都市計画マスタープラン）で示されている土地利用方針と土地利用現況を比較し、

相違が見られる地区について、平成 17、18年度に実施された都市計画基礎調査をもとに、用途地域一斉見
直しを行う。 

 
（２）用途地域変更地区の抽出 

   金沢都市計画区域マスタープラン及び金沢市都市計画マスタープランにおいて示されている土地利用方

針と現況の土地利用に相違が見られる地区及び都市計画法、建築基準法の改正も加味し、抽出した。 
 
 
 
 
 
 

①中環状道路外側の住居地域から住居専用地域への見直し 
②平成 14年都市計画法及び建築基準法改正による旧街道沿いの近隣商業地域から、 
第一種住居地への見直し 

③都市計画マスタープランにおいて、一般住宅地区に位置づけられている準工業地域 
から住居系用途地域への見直し 

視点
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（３）用途地域変更フロー 

前述の４用途地域について、以下に示すフローに基づき用途地域の変更の検討を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※平成 14年の建築基準法改正により、第一種住居地域の容積率・建ぺい率の選択肢が拡充された。 

 

第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域 

住居系建物率９０％以上 
工業系建物率 ５％未満 

第一中高層住居専用地域 
不適格率 ５％未満 

YES 

NO 

YES 

第二中高層住居専用地域 
不適格率 ５％未満 

NO 

YES 

NO 

◎第一種住居地域→住居専用系用途地域

◎近隣商業地域→第一種住居地域

第一種住居地域 

近隣商業地域 

住居系建物率８０％以上 
NO 

YES 

第一種住居地域不適格率５％未満 

YES 

近隣商業地域 

NO 
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◎準工業地域→住居系用途地域

第一種住居地域 

準工業地域 

工業系土地利用面積率５％未満 

NO 

住居系土地利用面積率６０％以上 

YES 

YES 

第一種住居地域不適格率５％未満 

YES 

準工業地域 

NO 

第二種住居地域不適格率５％未満 

第二種住居地域 

YES 

NO NO 
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参考 用途地域による建築物の用途の制限 
 
 
 
 


